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資料２－１ 

リスク評価候補物質・案件一覧 

 

 

NO. 

 

物質・案件名 

（CAS NO.） 

 

提 案 理 由 

 

提案者 

参  考  情  報  

方針（案） 有害性情報 用途の例 物理的性状 労災 

適用 

規制・ 

評価 

生産・輸入量 

１ 2-アミノエタノール 

（141-43-5） 

［別名］ 

エタノールアミン 

モノエタノールアミン 

グリシノール 

気道及び皮膚感作性が問題となる物

質であり、発がん性以外を対象とする

場合、神経毒性・生殖毒性・感作性を

有する物質を候補とすることが考え

られる。 
2001 年度の製造･輸入量は 10,000～
100,000トン。界面活性剤の合成原料、

電子材料用洗浄剤、切削油・潤滑油添

加剤、パーマ液・毛染め剤の pH 調整

剤、ガス精製務用洗浄剤の中和剤と多

用途。美容師の皮膚への曝露などが懸

念される。 

専門家 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

・飲み込むと有害のお

それ 
・皮膚に接触すると有

毒 
・重篤な皮膚の薬傷・

目の損傷 
・神経系、肝臓の障害 
・生殖能又は胎児への

悪影響のおそれ 
・長期又は反復ばく露

による神経系、精巣、

消化器、肝臓、腎臓、

呼吸器の障害 
 
許容濃度 
産衛学会（2005） 

3ppm 7.5mg/m3 

ACGIH 

3ppｍ(TWA) 

6ppm(STEL) 

合成洗剤（中和剤、起

泡安定剤原料とし）、

乳化剤、化粧品（クリ

ーム類）、靴墨、つや

出し、ワックス、有機

合成、医薬品、農薬、

ゴム薬、界面活性剤、

切削油、潤滑油などの

添加剤、防虫添加剤、

繊維の柔軟剤原料、ガ

ス精製（アンモニア、

メタノールなどの合

成原料ガスから炭酸

ガス、硫化水素の除

去）、有機溶剤、pH 調

整剤、中和剤。 

無色液体 

 

融点 10℃ 

沸点 171℃ 

蒸気圧 

 53Pa（20℃) 

 「安衛法」 
名称を通知すべ

き有害物

（MSDS）政令

21 号「2-アミノ

エタノール」 
 
「毒劇法」 
劇物 
 

生産量 
約 43,000t 
（2007 年） 

リスク評価対

象とする 

２ インジウム 

（7440-74-6） 

 

肺に対する強い毒性があり、わが国に

おいて、非可逆性の肺障害を発生させ

た経緯がある。主な取り扱い事業場で

は、自主的な環境管理の改善が強力に

進められている状況にあるが、ほかに

も取扱い事業場がかなり広範に及ん

でいると推測されるので、現時点でば

く露の実態調査を行うことが望まし

い。 

専門家 ・飲み込むと有害のお

それ 

・長期又は反復ばく露

による肺、骨格、消化

管の障害 

 

許容濃度 

ACGIH 

0.1mg/m3（インジウム

およびその化合物、In

として、TWA） 

銀ロウ、銀合金接点、

ハンダ、低融点合金、

液晶セル電極、歯科用

合金、防食アルミニウ

ム、テレビカメラ、ゲ

ルマニウム・トランジ

スター、光通信・太陽

熱発電用部品、電子部

品、軸受金属、リン化

インジウム結晶の原

料。 

銀白色の柔らかい

金属。 

融点が低く、富摩

の可鍛性、展延性

を有し、結晶質で

ある。 

融点 156.4℃ 

沸点 2,100℃ 

 

 「安衛法」 

名称を通知すべ

き有害物（MSDS）

政令 58号「イン

ジウム及びその

化合物」 

 

「化管法」 

第 2種指定化学

物質。 

 

平成 21年度初期

生産量 

70t (2007年) 

 

輸入量 

368t 

（塊、くずお

よび粉）（2007

年） 

リスク評価中 
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リスク評価実施

中 

３ エチレンクロロヒドリ

ン 

（107-07-3） 

［別名］ 

2-クロロエタノール 

 

本物質は、発がん性が区分 1であり、

生殖細胞変異原生および生殖毒性が

区分 2となっている。安衛法による

MSDSがあり毒劇法の劇物であるが、他

の法令等による作業環境等の規制も

ないことからリスク評価の候補とな

ると考える。 

専門家 ・飲み込むと有害のお

それ 

・眼刺激 

・生殖能又は胎児への

悪影響のおそれ 

・呼吸器への刺激のお

それ 

 

許容濃度 

ACGIH 

1ppm（STEL) 

医薬品、農薬、染料な

どの有機合成の中間

体、重合調整剤、架橋

剤。 

無色液体 

融点 -69℃。 

沸点 128.7℃ 

蒸気圧 

0.65kPa(20℃) 

 

 「安衛法」 

名称を通知すべ

き有害物（MSDS）

政令 82号「エチ

レンクロロヒド

リン」 

 

「毒劇法」 

劇物 

製造・輸入量 

100～1000未

満(t) 

（平成 16年度

経産省実態調

査結果） 

リスク評価対

象とする 

４ キシレン 

（1330-20-7） 

［別名］ 

ジメチルベンゼン 

発がん性ではないが，ともにヒトで神

経影響が生じることが確認されてい

る。また，溶剤・溶媒として多量に使

用されており，作業者が暴露を被り，

リスクを生じる可能性が考えられる。 

専門家 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・飲み込むと有害のお

それ 

・皮膚刺激 

・強い眼刺激 

・生殖能又は胎児への

悪影響のおそれ 

・呼吸器、肝臓、、中

枢神経系、腎臓の障害 

・長期又は反復ばく露

による呼吸器、神経系

の障害 

 

許容濃度 

産衛学会（2005） 

50ppm、217mg/m3、 

ACGIH(2005) 

100ppm（TWA）、 

150ppm(STEL)。 

異性体分離により p-

キシレン、o-キシレ

ン、エチルベンゼンを

合成 

 

脱メチルによりベン

ゼンを合成 

 

染料、有機顔料、香料

（人造じゃ香）、可塑

剤、医薬品（VB2）等

の合成原料 

 

溶剤として＝塗料、農

薬、医薬品など一般溶

剤、石油精製溶剤 

無色の液体 

 

沸点（℃） 

144.4(o-) 

139.1(m-) 

138.4(p-) 

 

融点（℃） 

-25.2 (o-) 

-47.9(m-) 

13.3(p-) 

 「安衛法」 

名称を通知すべ

き有害物（MSDS）

政令 136 号「キ

シレン」 

名称等を表示す

べき有害物 

 

有機則第２種有

機溶剤等 

 

「化管法」 

第 1種指定化学

物質。 

 

「毒劇法」 

劇物 

生産量 

6,006,124t 

（2007年） 

有機則第２種有

機溶剤等に指定

されていること

から、リスク評

価の必要性は低

いが、引き続き

情報収集するこ

とする 

 

５ グルタルアルデヒド  

(111-30-8) 

［別名］ 

グルタラール 

ペンタン-1,5-ジアー

ル 

1,5-ペンタジオン 

HSEの COSHHの List of approved 

workplace exposure limits (as 

consolidated with amendments 

October 2007)に Sensitizer（感作性

物質）として掲載されている。 

・内視鏡等、医療器具の殺菌消毒剤 

・通達あり。（医療機関におけるグル

タルアルデヒドによる労働者の健康

専門家 ・飲み込むと有毒 

・皮膚に接触すると有

害 

・吸入すると生命に危

険（蒸気、粉じん及び

ミスト） 

・重篤な皮膚の薬傷・

眼の損傷 

電子顕微鏡、写真用ゼ

ラチンの架橋剤、皮革

なめし剤 

無色粘ちょう透明

液体 

 

融点 -14℃ 

沸点 188℃ 

蒸気圧 

1,700Pa（20℃） 

 「安衛法」 

名称を通知すべ

き有害物（MSDS）

政令 139 号「グ

ルタルアルデヒ

ド」 

変異原性が認め

られた既存化学

製造・輸入量 

1000～10,000

未満(t) 

（平成 16年度

経産省実態調

査結果） 

リスク評価対

象とする 
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障害防止について 平成 17年 2月 24

日 基発 0224007号） 

・液体で有害性が高い。

TLV-Ceiling0.05ppm 許容濃度（天井

値）0.03ppm 

・毎年 1件程度の労働災害の報告があ

る。 

・中枢神経の障害 

・呼吸器への刺激のお

それ 

・長期又は反復ばく露

による気道の障害 

 

許容濃度 

0.03ppm（最大許容濃

度）。 

ACGIH 

0.05ppm（TWA)。 

物質 

 

「化管法」 

第 1種指定化学

物質。 

 

６  六価クロム Cr(Ⅵ)は吸入暴露により，ヒトの呼吸

器系にがんを生じる上に，クロム酸塩

製造やメッキ工程での気中への発生

が確認されており，作業者が暴露を被

り，リスクを生じる可能性が考えられ

る。 

専門家 ・皮膚炎や腫瘍の原因 

 

 

 

 

 

 

 

めっき、印刷   「安衛法」 

名称を通知すべ

き有害物（MSDS）

政令 142 号「ク

ロム及びその化

合物」 

 

特化則で措置さ

れている 

 特化則に指定さ

れていることか

ら、リスク評価

の必要性は低い

が、引き続き情

報収集すること

とする 

７ 1,2-ジブロモエタン 

（106-93-4） 

［別名］ 

エチレン・ジブロマイ

ド 

EDB 

二臭化エチレン 

HSE（英国安全衛生庁）の COSHH （有

害物管理規則；The Control of 

Substances Hazardous to Health 

Regulations）に基づく List of 

approved workplace exposure limits 

(as consolidated with amendments 

October 2007)に carcinogenとして掲

載されている。 

 

専門家 発がん性（ＩＡＲＣグ

ループ２A） 

 

・飲み込むと有毒 

・皮膚に接触すると有

毒 

・吸入すると生命に危

険（蒸気） 

・遺伝性疾患のおそれ

の疑い 

・生殖能又は胎児への

悪影響のおそれの疑

い 

・肝臓、腎臓、中枢神

経系の障害 

・長期又は反復の粉じ

ん吸入ばく露による

呼吸器、肝臓、腎臓の

障害のおそれ 

 

貯殺害虫・土壌害虫・

線虫用くん蒸剤 

無色液体 

融点 9℃ 

沸点 131℃ 

蒸気圧 

1.5kPa（20℃） 

 「安衛法」 

名称を通知すべ

き有害物（MSDS）

政令 279 号

「1,2-ジブロモ

エタン」 

変異原性が認め

られた既存化学

物質 

 

「毒・劇物取締

法」 

劇物 

 

平成２１年度初

期リスク評価実

施中 

 リスク評価中 
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許容濃度 

産衛学会（未設定） 

ACGIH（未設定） 

８ N, N-ジメチルアセト

アミド 

(127-19-5） 

［別名］ 

酢酸ジメチルアミド 

DMA 

臓器、特に肝毒性や生殖毒性を示す

が、リスク不詳 

専門家 ・飲み込むと有害のお

それ 

・吸入すると有毒 

・生殖能又は胎児への

悪影響のおそれ 

・長期又は反復ばく露

による肝臓の障害 

 

許容濃度： 

産衛学会（2005） 

10ppm、36mg/m3（皮膚） 

ACGIH（2005） 

10ppm（TWA）（皮膚） 

反応溶媒（脱離反応）、

精製溶剤、樹脂溶剤、

塗料はく離、医薬品関

係（難溶化合物の溶

剤）。 

無色液体 

 

融点 -20℃ 

沸点 166℃ 

蒸気圧 

0.33kPa（20℃） 

 「安衛法」 

名称を通知すべ

き有害物（MSDS）

政令 284 号「N, 

N-ジメチルアセ

トアミド」 

 

製造・輸入量 

1000～10,000

未満(t) 

（平成 13年度

経産省実態調

査結果） 

リスク評価対

象とする 

９ セラミックファイバー 

 

ＩＡＲＣで２Ｂの評価。ＡＣＧＩＨで

は、０．２（ｆ／ｍｌ）とアスベスト

（０．１ｆ／ｍｌ）に近い濃度が設定

されている。現在、セラミック繊維工

業会では、吸入性粉じんとして３（ｍ

ｇ／ｍ３）、個人曝露濃度として０．５

（ｆ／ｍ３）を自主管理基準として推

薦している。作業環境では、細かい繊

維状物質が飛散している現状から、繊

維状物質として管理すべきと考える。 

専門家 発がん性（ＩＡＲＣグ

ループ２B） 

・眼、皮膚などに触れ

たときに刺激を受け

ることがある。 

・粉じんを長期にわた

り多量に吸入したと

き、呼吸器への影響を

生じるおそれがある。 

 

許容濃度 

ACGIH 

0.2ｆ/ml（TLV） 

窯炉の天井、炉壁の耐

火・断熱材、充填剤、

パッキン材 

繊維は約3μmの比

較的細い繊維経を

もち、長さ 30~150

μm程度 

 「安衛法」 

名称を通知すべ

き有害物（MSDS）

政令 314 号「人

造鉱物繊維」 

 

生産量 

17,000t 

（2005年） 

リスク評価対

象とする 

10 マイクログラスファイ

バー 

ＩＡＲＣで２Ｂの評価。 

許容濃度は、設定されていない。また、

特殊な用途として市場に出荷してい

るので、作業者への曝露の可能性が考

えるので、今の内に検討しておいたら

如何でしょうか。 

専門家 発がん性（ＩＡＲＣグ

ループ２B） 

 

許容濃度 

ACGIH 

1ｆ/ml（TLV） 

 

 

 

 

電池セパレータ材、ク

リーンルーム用

（HEPA）や分析用のろ

過フィルター 

平均繊維径が 0.75

～3μｍの耐酸性

ホウケイ酸ガラス

繊維 

 「安衛法」 

名称を通知すべ

き有害物（MSDS）

政令 314 号「人

造鉱物繊維」 

 

特殊用途であ

り、国内取扱い

事業場は、非常

に少ない。 

情報収集を行

い、リスク評価

の必要性を検

討する 
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11 タリウムとその水溶性

化合物 

（7440-28-0） 

用途が限定され使用量は少ないと考

えられるが、生殖毒性等毒性が高いこ

とから、特殊な用途等ないかの確認を

含め曝露量の測定が可能であればリ

スク評価をすべき。 

 

 

専門家 ・遺伝性疾患のおそれ 

・生殖能又は胎児への

悪影響のおそれ 

・消化器系、神経系、

皮膚の障害 

・長期又は反復ばく露

による循環器系、脳神

経系、皮膚の障害 

 

許容濃度 

ACGIH 

0.1mg/m3（TWA） 

水銀との合金が極地

用温度計、銀との合金

が腐食性合金、鉛との

合金が特殊ヒューズ

に使われる。 

帯青白色の非常に

やわらかい金属 

融点 304℃ 

 「安衛法」 

名称を通知すべ

き有害物（MSDS）

政令 335 号「タ

リウム及びその

水溶性化合物」 

 

「化管法」 

第 2種指定化学

物質 

1～10t 

（平成 11年度

経済産業省調

査） 

リスク評価対

象とする 

12 2,3,7,8-テトラクロロ

ジベンゾ-1,4-ジオキ

シン 

（1746-01-6） 

［別名］ 

2,3,7,8-テトラクロロ

ジベンゾ-p-ジオキシ

ン 

本物質はダイオキシンであり、発がん

性が区分 1Aである。生殖細胞変異原

生が区分 2および生殖毒性が区分 1B

となっている。安衛法による MSDSが

あり、直接的には、廃掃の他に法例等

による規制もないことからリスク評

価の候補となると考える。 

専門家 ・飲み込むと生命に危

険 

・皮膚に接触すると生

命に危険 

・遺伝性疾患のおそれ

の疑い 

・生殖能又は胎児への

悪影響のおそれ 

・皮膚、肝臓、泌尿器、

内分泌系、免疫系、骨

髄、生殖器の障害 

 

発がん性（ＩＡＲＣグ

ループ１） 

 

ダイオキシン類 無－白色の針状結

晶 

融点 306℃ 

 「安衛法」 

名称を通知すべ

き有害物（MSDS）

政令 362 号

「2,3,7,8-テト

ラクロロジベン

ゾ-1,4-ジオキ

シン」 

 

「化管法」 

第 1種指定化学

物質。 

 

 安衛法にて行

政指導の対象

となっており、

また他法令で

は禁止物質に

指定されてい

ることからリ

スク評価の必

要性は低い。 
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トルエン 

（108-88-3） 

［別名］ 

トルオール 

発がん性ではないが，ともにヒトで神

経影響が生じることが確認されてい

る。また，溶剤・溶媒として多量に使

用されており，作業者が暴露を被り，

リスクを生じる可能性が考えられる。 

専門家 ・飲み込むと有害のお

それ 

・吸引すると有害 

・生殖能又は胎児への

悪影響のおそれ 

・中枢神経系の障害 

・長期又は反復ばく露

による中枢神経系、腎

臓、肝臓の障害 

 

塗料、香料、火薬

（TNT）、有機顔料、合

成クレゾール、甘味

料、漂白剤、TDI（ポ

リウレタン原料）、テ

レフタル酸の原料、合

成繊維、可塑剤などの

合成原料、ベンゼン原

料、ベンゼンおよびキ

シレン原料、石油精

無色透明液体。ベ

ンゼンと同様な

芳香がある。 

融点 -95℃。 

沸点 110.6℃。 

蒸気圧 

3.8kPa（25℃） 

 「安衛法」 

名称を通知すべ

き有害物（MSDS）

政令 407 号「ト

ルエン」 

名称等を表示す

べき有害物 

危険物・引火性

のガス 

有機則第２種有

純トルエン 

 

生産量 

1,636,879t

（2007年） 

 

輸出量 

274,582,705kg 

（2007年） 

 

有機則第２種有

機溶剤等に指定

されていること

から、リスク評

価の必要性は低

いが、引き続き

情報収集するこ

とする 
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許容濃度 

産衛学会 

50ppm、188mg/m3 

ACGIH 

20ppm（TWA） 

  

製、医薬品、塗料・イ

ンキ溶剤 

機溶剤等 

 

「化管法」 

第 1種指定化学

物質。 

 

「毒劇法」 

劇物 

輸入量 

19,978,074kg 

（2007年） 

 

14 

 

ガリウム砒素 

（1303-00-0） 

［別名］ 

砒化ガリウム 

IARCでは第 1群になっており、また、

その呼吸器毒性はヒ素だけでは説明

できず、ガリウムによると考えられて

いる。ACGIHは、厳しい肺毒性から、

0.0003mg/m3を TLVとして勧告してい

る。最近、シリコンに替わり、太陽電

池への使用が増加しているとの事で

ある。その材料である高純度ガリウム

の日本での消費は 2002年において

108トンと推定され、その約半分は再

生による。ガリウムとしても良いが、

その情報は限られると思われる。 

TLV-TWA が 0.003mg/m3 と極めて低

く、ヒ素とガリウムが同時に存在する

とヒ素の化合物と挙動が異なるため。 

専門家 発がん性（ＩＡＲＣグ

ループ１） 

 

半導体素子の材料 金属光沢のある

暗灰色立方晶系

結晶 

 

融点 1,238℃ 

 「安衛法」 

名称を通知すべ

き有害物（MSDS）

政令 458 号「砒

素及びその化合

物」 

 

「化管法」 

第１種指定科学

物質 

 

１９年度リスク

評価物質 

需要量 

114t（2,005年） 

１９年度リスク

評価において、

適切な管理がな

されるという条

件においてはリ

スクが低いと評

価された。しか

し、管理状況が

不明な作業にお

いては例えば再

生作業等、引き

続き情報収集を

行う。なお、微

量なばく露を計

測する手法とし

てバイオマーカ

ーの活用を検討

する 

 

 

15 アルシン 

（7784-42-1） 

［別名］ 

ヒ化水素 

ガリウム砒素やインジイウム砒素の

再生の際に曝露が起こると考えられ

る。日本では、ガリウムやインジウム

の消費量の約半分が再生作業により、

生産されていると推定される。急性中

毒だけでは無く、慢性毒性も想定し得

る。 

専門家 発がん性（ＩＡＲＣグ

ループ１） 

 

・吸引すると生命に危

険 

・肝臓、血液系、呼吸

器、心血管系、腎臓、

中枢神経系の障害 

 

許容濃度 

産衛学会 

0.01、0.1ppm（最大許

拡散 、エピタキシャル

ガス、イオン注入、化

合物半導体用ガス（発

光ダイオード） 

臭気のある無色

の圧縮液化ガス 

 

沸点 -62℃ 

 「安衛法」 

名称を通知すべ

き有害物（MSDS）

政令 458 号「砒

素及びその化合

物」 

危険物・可燃性

のガス 

 

「化管法」 

第 1種指定化学

物質 

 １９年度リスク

評価において、

適切な管理がな

されるという条

件においてはリ

スクが低いと評

価された。しか

し、管理状況が

不明な作業にお

いては例えば再

生作業等、引き

続き情報収集を
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容濃度）、0.032mg/m3、

0.32 mg/m3（最大許容

濃度）。 

ACGIH 

0.005ppm（TWA） 

 

「毒劇法」 

毒物 

 

１９年度リスク

評価物質 

行う。なお、微

量なばく露を計

測する手法とし

てバイオマーカ

ーの活用を検討

する 

 

16  フッ化ビニル 

（75-02-5） 

［別名］ 

フルオロエチレン 

IARC発がんリスク一覧 group2Ｂ(人

に対する発がん性が疑われる) から

group2Ａ (人に対する発がん性が恐

らくある) へ昇格。 

ACGIH で TLV が定められ、ヒトへの

発がん性ありに分類されている。 
 

専門家 発がん性（ＩＡＲＣグ

ループ２A） 

 

・遺伝性疾患のおそれ

の疑い 

・長期又は反復ばく露

による肝臓の障害の

おそれ 

 

許容濃度 

ACGIH 

1ppm（TWA） 

フィルム類（カラーア

ルミニウム、カラー亜

鉛鉄板用テープ、はく

離テープ）、ラミネー

ト複合材腐食性塗料、

電気・電子用材料の原

料 

無色の圧縮液化

ガス 

融点 -161℃ 

沸点 -72℃ 

 「安衛法」 

名称を通知すべ

き有害物（MSDS）

政令 486 号「弗

化ビニル」 

危険物・可燃性

のガス 

 

平成１９年度リ

スク評価物質 

IARCモノグラ

フ（1994)「日、

米の各 1社が

製造している」 

リスク評価済み 

17 フッ化ナトリウム 

（7681-49-4） 

［別名］ 

フッ化ソーダ 

 

用途が広く生殖毒性等毒性が高いこ

とから、曝露の多い特殊な用途等ない

かの確認のためリスク評価をすべき。 

 

専門家 ・飲み込むと有毒 

・重篤な皮膚の薬傷・

眼の損傷 

・遺伝性疾患のおそれ

の疑い 

・生殖能又は胎児への

悪影響のおそれの疑

い 

・肝臓、心臓、神経系、

腎臓の障害 

・長期又は反復ばく露

による呼吸器、神経

系、腎臓の障害 

 

許容濃度 

産衛学会 

3ppm（HFとして） 

ACGIH 

2.5mg/m3（TWA）（Fと

して） 

鉄鋼、アルミニウムな

どのフラックス剤、殺

菌剤、殺ソ剤、リムド

鋼の脱ガス剤、水道水

のフッ素化剤、ほうろ

うの乳濁剤、家畜類の

駆虫剤、カゼイン接着

剤、虫歯予防薬用。 

白色の結晶 

融点 992℃。 

 

 

 「安衛法」 

名称を通知すべ

き有害物（MSDS）

政令 487 号「弗

素及びその水溶

性無機化合物」 

 

「化管法」 

第 1種指定化学

物質 

 

生産量 

485t (2007年) 

 

リスク評価対

象とする 
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18 ブロモエチレン 

（593-60-2） 

［別名］ 

臭化ビニル 

ブロモエテン 

臭化ビニルモノマー 

IARC発がんリスク一覧 group2Ｂ(人

に対する発がん性が疑われる) から

group2Ａ (人に対する発がん性が恐

らくある) へ昇格。 

ACGIH で TLV が定められ、ヒトへの

発がん性ありに分類されている。 
 

専門家 発がん性（ＩＡＲＣグ

ループ２A） 

・遺伝性疾患のおそれ

の疑い 

・長期又は反復ばく露

による肝臓の障害 

 

許容濃度 

ACGIH（2005） 

0.5ppm（TWA） 

繊維難燃剤原料 無色の気体、又は

16℃以下の温度

で無色の液体 

融点 -139℃ 

沸点 16℃ 

 「安衛法」 

名称を通知すべ

き有害物（MSDS）

政令 498 号「ブ

ロモエチレン」 

危険物・可燃性

のガス 

 

１９年度リスク

評価物質 

IARCモノグラ

フ（1999)「日、

独、米の 3カ国

で製造されて

いる」 

リスク評価済み 

19 ２‐ブロモプロパン 

（75-26-3） 

［別名］ 

イソプロピルブロマイ

ド 

フロン系有機溶剤の代替物質である。

２‐ブロモプロパンは強い生殖毒性

があり、人で中毒者を出したため、現

在の使用はほとんど、１‐ブロモプロ

パンに移行していると思われる。現時

点でのばく露実態を調査を行うこと

が望ましいと考えられる。 

 

 

 

 

専門家 ・生殖能又は胎児への

悪影響のおそれ 

・長期又は反復ばく露

による精巣、卵巣、血

液の障害 

 

許容濃度 

産衛学会（2005） 

1ppm、5mg/m3（皮） 

 

合成原料（医薬中間

体、農薬中間体、感光

剤中間体） 

無色透明液体 

融点 -89℃ 

沸点 59.4℃ 

蒸気圧 

28,792Pa（25℃） 

 「安衛法」 

名称を通知すべ

き有害物（MSDS）

政令 504 号「２

‐ブロモプロパ

ン」 

危険物・引火性

のガス 

変異原性が認め

られた既存化学

物質 

 

「化管法」 

第 2条第 1種指

定化学物質。 

 

 

生産量 

100t（推定） 

（2007年） 

リスク評価対

象とする 

20  メチレンビス（4,1-

フェニレン）=ジイソシ

アネート 

（101-68-8） 

［別名］ 

MDI 

4,4′-メチレンビスフ

ェニルイソシアネー

ト、 

4,4′-ジフェニルメタ

ンジイソシアナート 

特定化学物質であるトリレンジイソ

シアネートと並んで、呼吸器感作性を

有する物質であり、広く使用されてい

ると思われる。行政指導により特殊健

診が勧奨されているが、その実施状況

は労働衛生のしおりなどに数字が記

載されておらず、不明である。喘息発

作以外にも、進行性の肺機能低下が起

こっていることも懸念されるので、現

時点でのばく露実態調査をおこなっ

て、リスク評価を実施することが望ま

れる。 

専門家 ・吸入するとアレルギ

ー、喘息又は呼吸困難

を起こすおそれ 

・呼吸器への刺激の恐

れ 

・強い眼刺激 

・長期又は反復ばく露

による呼吸器の障害 

 

許容濃度 

産衛学会 

0.05mg/m3 

ACGIH 

接着剤、塗料、スパン

デックス繊維、合成皮

革用、ウレタンエラス

トマーなどの原料。 

白色から微黄色の

固体 

 

融点 37℃ 

 

 「安衛法」 

名称を通知すべ

き有害物（MSDS）

政令 599 号「メ

チレンビス

（4,1-フェニレ

ン）=ジイソシア

ネート（別名

MDI）」 

変異原性が認め

られた既存化学

物質 

 

生産量 

346,003t 

(2007年) 

 

輸入量 

4,437,169kg 

(2007年) 

 

輸出量 

72,937,943kg 

(2007年) 

 

（輸出入とも

リスク評価対

象とする 
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0.005ppm（TWA）、 

 

 

「化管法」 

第 2条第 2種指

定化学物質。 

ジフェニルメ

タンジイソシ

アナート） 

21 リン化水素 

（7803-51-2） 

［別名］ 

ホスフィン 

・植物検疫くん蒸剤（外国から輸入さ

れた物質へのくん蒸）、半導体のドー

ピングガスとして使用 

・ガス状物質で有害性が高い（毒物）。

TLV-TWA0.3ppm、TLV-STEL 1ppm。許

容濃度（天井値）0.3ppm。 

・植物検疫くん蒸剤として広く使用さ

れている臭化メチルがオゾン層破壊

物質として指定され、今までも使用さ

れてきたリン化水素が代替物質とし

て注目されている。 

・くん蒸では、リン化アルミニウム剤

（ペレット）をくん蒸施設内にセット

し、環境中の水分と自然反応してリン

化水素が発生し、数日放置してくん蒸

を行った後、排気除去する。最近、強

制的にリン化水素を発生される装置

や、排気時のリン化水素除毒装置が開

発された。 

専門家 ・吸入すると生命に危

険 

・吸入ばく露による神

経系、呼吸器系、肝臓、

消化管、心血管系の障

害 

 

許容濃度 

0.3ppm（最大許容濃

度） 

ACGIH  

0.3ppm（TWA） 

1ppm(STEL) 

 

N型エピタキシャル成

長シリコン、ドープし

た酸化シリコンのデ

ポジション、イオン注

入用などのドーパン

トガス。 

無色で腐魚臭の

気体 

融点 -133℃ 

沸点 -87.7℃ 

 

      「安衛法」 

名称を通知すべ

き有害物（MSDS）

政令 617 号「り

ん化水素」 

危険物・可燃性

のガス 

 

管理濃度設定 

 

「毒劇法」 

毒物 

製造・輸入量 

10～10未満

(t) 

（平成 16年度

経産省実態調

査結果） 

リスク評価対象

とする 

22 N-メチル−2-ピロリド

ン 

（872-50-4 ） 

［別名］ 

1-メチル-2ピロリド

ン 

有機塩素系溶剤およびジメチルホル

ムアミドの代替溶剤として、樹脂用溶

剤への使用が広まっているが、生殖毒

性が動物実験で見られている。産衛学

会及び DFGは許容濃度を、ACGIHおよ

び DFGは生物学的指標を設定してい

る。 

専門家 ・生殖能又は胎児への

悪影響のおそれの疑

い 

・呼吸器への刺激のお

それ 

・長期又は反復ばく露

によるひ臓、肝臓、呼

吸器、骨髄、腎臓、副

腎の障害 

 

許容濃度 

産衛学会 

1ppm、4mg/m3（皮膚）。 

 

石油化学プロセス、産

業用樹脂、塗料、農薬、

エレクトロニクス、樹

脂溶剤、アセチレン溶

剤、MOS半導体製造用

溶剤、化粧品基剤 

無色で弱いアミ

ン臭の液体 

 

融点 -24.4℃ 

沸点 202℃ 

 「MSDS追加候

補物質（番号

691）としてパブ

リックコメント

中」 

生産量 

15,000t（推定） 

MSDSが作成さ

れた段階で改め

て検討を行う 

23  フッ化スルフリル 

（2699-79-8） 

［別名］ 

・文化財くん蒸剤（美術館等の収蔵物

に対して害虫駆除のためのくん蒸で

使用。今までは臭化メチルとエチレン

専門家 ・飲み込むと有毒 

・吸引すると有毒 

・中枢神経系の障害 

くん蒸剤 無色、無臭の気体 

融点 -135℃ 

沸点 -55℃ 

 「MSDS追加候

補物質（番号

572）としてパブ

 MSDSが作成さ

れた段階で改め

て検討を行う 
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スルホニルジフルオリ

ド 

オキシドの混合物（商品名：エキボン）

を使用していたが、2005年より臭化メ

チルがオゾン層破壊物質で使用禁止

になり、代替物質の一つとして本剤が

使用されている） 

・ガス状物質で有害性が高い（毒物）。

TLV-TWA5ppm。TLV-STEL10ppm。 

・呼吸器系の障害のお

それ 

・長期又は反復ばく露

による呼吸器、骨、歯、

腎臓、中枢神経系の障

害のおそれ 

 

許容濃度 

ACGIH 

5ppm（TWA） 

10ppm(STEL) 

リックコメント

中」 

 

「毒劇法」 

毒物 

24 4,4`-イソプロピリデ

ンジフェノール 

（80-05-7） 

［別名］ 

ビスフェノール A 

本物質の成体への生殖影響は事実上

無しとされているが、次世代影響等に

関し海外でのリスク評価見直しの動

向もあり、製造等の労働環境でのリス

ク評価が必要かと思われる 

専門家 ・飲み込むと有害のお

それ 

・皮膚に接触すると有

害のおそれ 

・重篤な眼の損傷 

・生殖能又は胎児への

悪影響のおそれの疑

い 

・呼吸器の障害 

・長期又は反復ばく露

による肝臓、呼吸器、

腎臓の障害のおそれ 

 

RTECS＝急性経口毒性

LD50:3,250mg/kg（ラ

ット）、

LD50:2,400mg/kg（マ

ウス）。 

ポリカーボネート樹

脂、エポキシ樹脂など

の原料が現在におけ

る主な用途であるが、

このほか 100%フェノ

ール樹脂、可塑剤ポリ

エステル、酸化防止

剤、塩化ビニル安定剤

などに用いられてい

る。また、エンプラ（ポ

リサルホン,ミスマレ

イミドトリアジン,ポ

リアリレート）の原料

として用いられる。 

 白色の結晶 

融点 152~153℃ 

 

 

 

 

 「MSDS追加候補

物質（番号 55）

としてパブリッ

クコメント中」 

 

「化管法」 

第 1種指定化学

物質。 

 

 

生産量 

564,775t 

(2007年) 

 

輸入量 

41,315,430k5g

(2007年) 

 

輸出量 

165,579,065kg 

(2007年) 

 

MSDSが作成さ

れた段階で改

めて検討を行

う 

25 臭化 n-プロピル 

（106-94-5） 

［別名］ 

臭化プロピル、 

１‐ブロモプロパン、 

n-プロピルブロマイド 

 

○フロン系有機溶剤の代替物質であ

る。２‐ブロモプロパンは強い生殖毒

性があり、人で中毒者を出したため、

現在の使用はほとんど、１‐ブロモプ

ロパンに移行していると思われる。２

‐ブロモプロパンほどではないが、生

殖毒性のほか、神経毒性も指摘され、

産業衛生学会でもここ数年、研究発表

が多くなされている。現時点でのばく

露実態を調査を行うことが望ましい

と考えられる。 

専門家 許容濃度 

ACGIH 

10ppm（TWA）。 

医薬・農薬中間体。 

フロン類を代替する

洗浄溶媒 

無色液体 

融点 -110℃ 

沸点 71℃ 

 

  生産量 

300t（推定）

（20007年） 

MSDSが作成さ

れた段階で改

めて検討を行

う 
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○難分解性であり、動物実験より生

殖・発生毒性等が指摘されている。用

途として、脂肪、ワックス、樹脂の溶

媒、医薬品、殺虫剤、香料および芳香

剤の合成、一部の接着スプレーならび

に金属および電子部品の洗浄（フロン

代替有機溶剤）であり、今後も堅調に

需要が推移すると思われるため。 

26 ビスマス及びその化合

物 
（7440-69-9） 

事業場における職業性ビスマスば

く露による健康影響の報告はないも

のの、生殖能又は胎児への悪影響のお

それの疑いと長期又は反復暴露によ

る臓器（中枢神経系）の障害が指摘さ

れている。用途として、フェライト、

医薬品、触媒、化粧品、低融点鉛フリ

ーはんだのみならず、アルミ合金や銅

合金快削材料の鉛からビスマスへの

代替が進展しつつあり、今後も堅調に

需要が推移すると思われるため。 

専門家  フェライト、医薬品、

触媒、化粧品、低融点

鉛フリーはんだ 
 

銀白色の金属 

 

融点 271℃ 

  国内需要 

1,326t（2005

年） 

MSDSが作成さ

れた段階で改

めて検討を行

う 

27 セロソルブ類（エチレ

ングリコールモノエチ

ルエーテル

（110-80-5）、 エチレ

ングリコールモノエチ

ルエーテルアセテート

（111-15-9）、 エチレ

ングリコールモノブチ

ルエーテル、

(111-76-2) エチレン

グリコールモノメチル

エーテル(109-86-4)） 

生殖毒性が問題となる物質であり、発

がん性以外を対象とする場合、神経毒

性・生殖毒性・感作性を有する物質を

候補とすることが考えられる。 

各種樹脂溶剤、可塑剤原料、化粧原料

（清浄用化粧品、頭髪用化粧品、基礎

化粧品用、メークアップ化粧品、芳香

化粧品、日焼け・日焼け止め化粧品、

爪化粧品等）、インキ塗料溶剤、染み

抜き剤等として使用される。多様な曝

露が想定される。 

専門家  各種樹脂溶剤、可塑剤

原料、化粧原料（清浄

用化粧品、頭髪用化粧

品、基礎化粧品用、メ

ークアップ化粧品、芳

香化粧品、日焼け・日

焼け止め化粧品、爪化

粧品等）、インキ塗料

溶剤、染み抜き剤等 

無色液体  「安衛法」 

名称を通知すべ

き有害物（MSDS）

政令 77～80号

「キシレン」 

名称等を表示す

べき有害物 

 

有機則第２種有

機溶剤等 

 

 有機則第２種

有機溶剤等に

指定されてい

ることから、リ

スク評価の必

要性は低いが、

引き続き情報

収集すること

する 

 

28 アカネ色素成分（ルシ

ジン、ルビアディンな

ど） 

 ルチジン類 

(2,4-)108-47-4 

(2,6-)108-48-5 

(3,4-)583-58-4 

(3,5-)591-22-0 

アカネ色素は、ラットでの長期試験に

おいて肝・腎発がん性が認められたこ

とから、食品添加物としての使用が禁

止されたが、その発がん成分の可能性

があるルシジンやルビアディンなど

のアンスラキノン類は他の食品中に

も含まれている。 

 

専門家  医薬品用    生産量 

40t（推定）

（2007年） 

引き続き使用が

あるかを業界か

らのヒアリング

等により情報収

集を行う 
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概説 

3,5-ルチジン、2,6--

ルチジン、2,4-ルチジ

ン、3,4-ルチジン、2,5-

ルチジンなどがある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29 国際機関において、既

に生殖毒性、神経毒性

について既に分類さ

れ、特に有害性が高い

とされている案件 

既に国際機関において、生殖毒性、神

経毒性について分類され、GHS、ACGHI

等で整理されている物質のうち、特に

有害性が高いとされているもの（GHS

では「区分１」とされているもの等）

の中から優先的に評価する必要があ

る。 

専門家       特に優先的に評

価すべき物質に

ついてリスク評

価対象とする 

30 変異原性試験の Ames

試験結果において、過

去に特に問題物質とし

て評価された物質 

過去の変異原性の評価に関する調査

研究委員会において、安衛法に基づい

て行われた Ames試験結果で強陽性物

質について染色体異常試験を行い、そ

の試験結果を基に、生産量や労働者の

ばく露状況等を勘案し、特に問題物質

として整理された物質を候補として

取り上げることを提案します。 

専門家       情報収集を行

い、リスク評価

の必要性を検討

する 

31 免疫抑制作用を有する

バイオ医薬品の原料 

バイオテクノロジーを応用して作ら

れる医薬品に対しては、免疫応答の動

物種差から、ICH（日米 EU医薬品規制

調和国際会議）において長期発がん性

試験の実施は原則として求められて

いないが、疫学的に当該医薬品の使用

に伴うリンパ腫や皮膚がんの発生増

加が数多く報告されている。 

専門家       情報収集を行い

つつ、バイオ医

薬品におけるリ

スク評価手法を

検討する 

32 ナノマテリアル 新規の化学物質であるナノマテリア

ルは、体内動態を含めて不明な点が多

く、標準的な発がん性試験は実施され

ていないが、アスベストと同様に中皮

腫等の腫瘍性病変を誘発することが

報告されはじめている。 

専門家     ２１年３月の検

討会において報

告書を取りまと

め、行政指導を

行っている。 

これを受けて、

試験等実施中 

 引き続き試験等

を実施するとと

もに情報収集を

行う 
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33 オイルミスト（鉱油ミ

スト） 

潤滑油・切削油として使用されるオイ

ルから発生するミストですが、精製度

の高い潤滑油では発がん性なし、低い

もの（不純物・添加物・多環芳香属等

を多く含む）は発がん性ありとＩＡＲ

Ｃで評価されていますが、実際に使用

されている状況では金属粉などの不

純物混入もあり、呼吸器への影響など

も問題となり得ます。 

現場でどのようなミストが発生して

いるのか、通常のリスク評価と逆に曝

露実態の把握から始めないと、現実的

な管理基準が設定できないかもしれ

ません。ACGIHでは TLVを PAHs低めに

改訂する提案（0.005から 5mg/m3まで

状態による等）がたなざらしの状態が

何年も続いています。 

専門家       情報収集を行

い、リスク評価

の必要性を検

討する 

34 アルセノベタイン 

アルセノシュガー 

我が国において高濃度の無機ヒ素ば

く露が危惧される職場として、液晶硝

子産業、ヒ素化合物半導体産業、地熱

発電作業、化合物半導体・リサイクル

作業がある。対象者は、無機ヒ素およ

びアルシンばく露が懸念されるが、こ

れらの職業ばく露されたヒ素は肝臓

中でメチル化され尿中に排泄される。

ヒ素のばく露評価に関する課題とし

て、職業性ばく露者において食事由来

のヒ素が加算されたばく露評価がな

されているという我が国の現状があ

る。職業性のヒ素ばく露に食事由来の

アルセノベタイン（魚介類由来）など

が加算された生体評価は、国内外で十

分に検討されていない。 

 なお、国際社会では、環境性の無機

ヒ素ばく露からの健康被害者は約

8,000万人に達し、国際機関は対応に

追われている。 

 すなわち、現在の我が国におけるヒ

素の毒性評価においては、ヒ素および

ヒ素化合物となっていることから、本

専門家       ヒ素のばく露

に係る評価手

法、由来等につ

いて情報収集

を行う 
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来、食事性ヒ素で無害なアルセノベタ

インとアルセノシュガーは、三酸化ヒ

素を代表とするヒ素と区別する必要

があると考えられる。 

35 ２，３，４-トリクロロ

-１－ブテン 

 

OECD の SIAM （高生産量化学物質の

初期評価）にて、人に対し有害で、労

働曝露調査が望ましいとされている。 

評価時点で労働曝露情報が無いた

め、 

追加調査を行う必要がある。 

専門家       情報収集を行

い、リスク評価

の必要性を検

討する 

36 グリオキシジルメタク

リレート 

 

OECD の SIAM （高生産量化学物質の

初期評価）にて、人に対し有害で、労

働曝露調査が望ましいとされている。 

評価時点で労働曝露情報が無いた

め、 

追加調査を行う必要がある。 

専門家       情報収集を行

い、リスク評価

の必要性を検

討する 

37 グリオキサール 

 

OECD の SIAM （高生産量化学物質の

初期評価）にて、人に対し有害で、労

働曝露調査が望ましいとされている。 

評価時点で労働曝露情報が無いた

め、 

追加調査を行う必要がある。 

専門家       情報収集を行

い、リスク評価

の必要性を検

討する 

38 ６，６’－ジターシャ

リブチル-2,2’-メチレ

ンジ-ｐ-クレゾール 

 

OECD の SIAM （高生産量化学物質の

初期評価）にて、人に対し有害で、労

働曝露調査が望ましいとされている。 

評価時点で労働曝露情報が無いた

め、 

追加調査を行う必要がある。 

専門家       情報収集を行

い、リスク評価

の必要性を検

討する 

39 １，２－ジクロロ-3-

ニトロベンゼン 

 

OECD の SIAM （高生産量化学物質の

初期評価）にて、人に対し有害で、労

働曝露調査が望ましいとされている。 

評価時点で労働曝露情報が無いた

め、 

追加調査を行う必要がある。 

専門家       情報収集を行

い、リスク評価

の必要性を検

討する 

40 サンドブラスト シリカを用いたサンドブラスト作業

は、先進国では禁止されているが、日

本では規制がない 

リスク

コミュ

ニケー

ション 

      情報収集を行

い、リスク評価

の必要性を検

討する 
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41 有鉛塗料 鉛塗料は、欧米やシンガポールでは禁

止されているが、日本では規制が無

く、塗料の１／４は有鉛である 

リスク

コミュ

ニケー

ション 

      情報収集を行

い、リスク評価

の必要性を検

討する 

42 テトラクロルエチレン 

［別名］ 

パークロルエチレン 

 GHS GHS発がん性 １Ｂ 

IARC ２Ａ 

 

     これまでの法

規制の見直し

も含めリスク

評価の必要性

を検討する 

43 トリクロルエチレン  GHS GHS発がん性 １Ｂ 

IARC ２Ａ 

 

     これまでの法

規制の見直し

も含めリスク

評価の必要性

を検討する 

44 アンチモン及びその化

合物 

アンチモン及びその化合物のリスク

評価において、物質の性状や存在状態

ごとに区別した評価が必要と考えら

れる。 

物質単体情報による評価判断結果だ

けでは、実際に使用している側の管理

の網にかけて規制管理していくこと

が困難と考えられるため。 

たとえば、金属アンチモン単体での評

価、アルミ合金中に存在する場合の評

価など。また、粉体か礫状態かなど。 

パブリ

ックコ

メント 

IARC ２Ｂ 

 

    「安衛法」 

名称を通知す

べき有害物

（MSDS）政令

38号「アンチ

モン及びその

化合物」 

 

平成 21年度有

害性評価、測定

法検討実施中 

リスク評価中 

 
 

【その他の御意見】 
1 暴露を受ける作業者の

保護措置の区分による

リスク評価を行う必要

がある。防塵マスク、

防毒マスク、防塵服着

用、強制排気装置、浄

化装置など。 

 

リスク評価結果に基づく管理の改善

についての検討、判断基準とするに

は、リスク区分が明確に分けられてい

ると、実施も実効も確実になると考え

られるため。 

 

パブリ

ックコ

メント 
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2 平成２１年度において

候補物質としてあげら

れているものは、平成

１８年度以降、徐々に

危険性の低い物質に移

ってきていると思われ

るがリスク評価におい

ては、労働者への危険

性という面はもちろん

であるが、併せて安全

限界領域も見極められ

るものである必要があ

る。 

 

通常よく使われている物質領域に候

補範囲が拡大されてきているので使

用を規制するための危険性評価とい

う面だけではなく、ここまでは安全に

使用できる、という安全性評価という

面も持ったものであるべきと考える

ため。 

パブリ

ックコ

メント 

       

 


